
事業場トップ等による「安全衛生宣言」により職場の危険ゼロ及び労働者の健康

確保を目指した取組を行い、労働災害ゼロを目標とします。

目標

運動期間中（６か月間の労働災害ゼロ）の災害目標及び独自目

標を達成した参加事業場には、「無災害達成証」 を交付します。

達成証の交付

令和５年７月１日～令和５年１２月３１日までの６か月間

（「結果報告書」を令和６年１月２０日までにメールにて報告願います。）

※参加事業場は、運動期間中の結果報告の提出が必要となります。

運動期間

令和５年５月２０日～令和５年１０月３１日

（原則、局HPのエクセル様式よりメールにてお申し込みください。）

※建設現場は、工事開始の時点で随時受付をします。

※運動期間中の途中参加の場合でも、達成証の交付は、運動期間の全期間（６ヵ月間）無災害であるこ

とが条件です。

申込期間

検 索長崎労働局 アクションZERO

主催：長崎労働局 各労働基準監督署

今年度から申請・結果報告
は、「メール（エクセル）」送
信でお願いにゃん🐈🐈🐈



【申込先】長崎労働局労働基準部健康安全課あて

【TEL】095-801-0032

【受付Ｅメール】 kenkouanzenka-nagasakikyoku@mhlw.go.jp
※Eメールについてはアドレスをご確認の上、お間違えの無いようお願いします

局HPより様式（エクセル）をダウン
ロードし、メールで報告ください

mailto:kenkouanzenka-nagasakikyoku@mhlw.go.jp


ＺＥＲＯ
無災害達成

＋
独自目標達成

局HPより様式（エクセル）をダウン
ロードし、メールで報告ください。

結果報告と併せてアンケート（任意）もあります
のでご協力宜しくお願いします。



目標

事業場トップ等による「安全衛生宣言」により職場の危険ゼロ及び労働者の健康確保を目指した取組を行い、６か月間の

労働災害ゼロを目標とします。

ただし、建設現場等有期事業場については、県内での工事において、期間中１月以上の工期がある事業場とします。

また､全体目標【労働災害ゼロ】に加え参加事業場独自の【ゼロ目標又は100%目標】を掲げることとします。

※事業場独自目標は、安全衛生に関する目標とし、運動期間中に達成できるものとしてください。

（例） ・赤チン災害も起こさない「不休災害ゼロ！」

・業務中、通勤中も含めて「交通事故ゼロ！」

・事業の種類に応じた目標として「腰痛災害ゼロ！」、「転倒災害ゼロ！」 など

注意事項

① ここで言う「労働災害」には、障害のない不休災害及び通勤災害を含みません。また、製造業及び建設業の事業場

で同一構内、工事現場内において関係請負人の労働者も作業を行っている場合は、当該労働者の労働災害もゼロ

にする必要があります。

② 「六か月無災害達成証」交付後に結果報告書と異なる事実（労働災害の発生及び独自目標の未達成等）が判明し

た場合には、認定を取り消し、同達成証を返還していただきます。

また、目標を達成した場合でも参加事業場において労働行政に係る重大な法律違反の事実及び労使間のトラブル

等の問題により認定することが社会通念上ふさわしくないと長崎労働局長が認めるときには、達成証の交付を行わない

場合があります。

長崎県下における災害発生状況

賛同団体：（一社）長崎県労働基準協会、建設業労働災害防止協会長崎県支部、（一社）長崎県ビルメンテナンス
協会、（一社）長崎県警備業協会、全国造船安全衛生対策推進本部長崎支部、 （公社）建設荷役車両
安全技術協会長崎県支部
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13次防と14次防の労働災害発生状況 （全産業）

コロナ除く 実績

（人）

13次防期間 14次防期間

・13次防期間中の死亡者数より
5％以上減少（43人→40人以下）
・13次防期間中の年平均死傷者
数を2027年までに減少させる。
（13次防平均：1602人）


